
　　　　　　　主　　　文
一　本件控訴を棄却する。
二　控訴費用は、控訴人の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は、控訴人に対し、平成一〇年一月一一日にした有効期間三年の運転
免許証交付処分を取り消し、有効期間五年の運転免許証を交付せよ。
３　被控訴人は、控訴人に対し、一般運転者講習料と優良運転者講習料との差額金
一〇〇〇円を返還せよ。
４　訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
５　３につき、仮執行宣言
二　被控訴人
　控訴棄劫
第二　事案の概要
　原判決の事実及び理由の「第二　事案の概要」欄に記載のとおりであるから、こ
れを引用する。
第三　争点に対する判断
一　当裁判所も、控訴人の本件訴えのうち、有効期間五年の運転免許証の交付を求
める訴え及び一般運転者講習料と優良運転者講習料との差額一〇〇〇円の返還を求
める訴えは、いずれも不適法であり、運転免許証交付処分のうち有効期間を三年と
する部分の取消請求は理由がないものと判断するが、その理由は、原判決の事実及
び理由の「第三　争点に対する判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用す
る（但し、原判決一五頁四行目の「厚沢部」の次に「町」を、同二六頁一行目の
「乙七、」の次に「一四、」をそれぞれ加え、同二八頁九行目の「及び状況」を削
る。）。
二　以上によれば、原判決は相当であり、控訴人の本件控訴は理由がないからこれ
を棄却することとし、主文のとおり判決する。
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